
令和７年２月１２日
土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議

資料2

土岐川・庄内川流域治水協議会は持続可能な開発目標（SDGｓ）を支援しています。

「土岐川・庄内川流域の減災に係る取組方針」
の今後の進め方



取組方針設定の背景
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●Ｈ29.1「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方につ
いて」答申（大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会）

●Ｈ29.6「緊急行動計画」とりまとめ

●Ｈ30.12「大規模広域豪雨を踏まえた水災害対策のあり方について」
答申（社会資本審議会）

●Ｒ1.10「気候変動を踏まえた治水対策のあり方」提言
（気候変動を踏まえた治水計画に係る技術検討会）

●Ｈ31.1「緊急行動計画」改定

●Ｒ2.7「気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について～あらゆる関係者が流
域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換～」答申（社会資本審議会）

●Ｈ27.12「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について～社会
意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて～」答申（社会資本審議会）

●Ｈ28.8「庄内川流域の減災に係る取組方針」策定

●Ｒ3.3「流域治水プジェクト」策定

■近年に発生した災害と河川行政の動向

平成27年関東・東北豪雨

平成28年台風第10号

平成29年7月九州北部豪雨

平成30年7月豪雨

令和元年房総半島台風

令和元年東日本台風

「水防災意識社会」の再構築に向けて、次期取組方針（令和8～）を設定

●Ｒ6.3「流域治水プジェクト2.0」策定

●R3.3「庄内川流域の減災に係る取組方針」改訂（R3～R7）



項目 土岐川・庄内川流域治水協議会 土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議

趣旨

関連法令
根拠法令なし

（取組実効性向上のための「流域治水関連法」あり）
水防法

関係機関
（協議会
構成員）

河川管理者、砂防管理者、
河川の位置する県

（主に土木・建設部局、農林部局、都市部局）、
自治体の長、気象台、

農林水産省東海農政局、林野庁中部森林管理

河川管理者、
河川の位置する県

（主に危機管理部局・土木・建設部局）、
自治体の長（水防管理者）、気象台、

水防事務組合、陸上自衛隊、県警察本部、
鉄道・道路関連部局・事業者、電力会社

取組
メニュー

「氾濫をできるだけ防ぐ・減らすため対策」、「被害対象を
減少させるための対策」、「被害の軽減、早期の復旧・復

興のための対策」等

ハード対策、ソフト対策（人命被害ゼロに向けた住民の
自主的な避難行動を促す取組）（洪水氾濫による被害の
軽減、避難時間の確保のための水防活動や応急復旧活
動に関する取組）（一刻も早い生活再建及び社会経済活

動の回復を可能とするための取組）
2

流域治水協議会 と 水害から命を守るための会議



今後の進め方

土岐川・庄内川の水害から命を守るための会議（大規模減災対策協議会）

土岐川・庄内川流域治水協議会（流域治水プロジェクト2.0）

R8～

氾濫をできるだけ防ぐ・減らす
ための対策

被害の軽減、早期復旧・復興
のための対策

流域治水プロジェクト
（ソフト施策）を、水防
災意識社会再構築ビ
ジョンにおける取組方
針として連携

「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく
土岐川・庄内川流域の減災に係る取組方針 R3～R7（５か年）

次期取組方針

被害対象を減少させる
ための対策

地区タイムラインの作成(恵那市)
立地適正化計画(策定中)に防災指針を定め
事業化を進める土地区画整理事業(瀬戸市)

立地適正化計画への防災指針位置付け
に向けた検討(名古屋市)

雨水貯留施設の整備
(北名古屋市)

雨水貯留施設の整備
(大治町)

手作りハザードマップの作成
(清須市）

○土岐川・庄内川流域の減災に係る取組方針に含まれている避難や水防対策については、引き続き、「減災に係る取組方針」の
作成・フォローアップとして実施すると共に、これと流域治水協議会で進められている「流域治水プロジェクト」と連携することで、
あらゆる関係者との密接なる体制のもと、防災・減災の取組を継続的に推進していく。

公園等を活用した高台の整備

（名古屋市）
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